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引上げ率・引下げ率を初年度１／１０に調整

激変緩和措置適用前の全国平均との差

激変緩和措置適用後の全国平均との差

初年度は、１／１０

［％］

・ 全都道府県において、調整を行う。

最高料率と最低料率の差は0.11%

（北海道8.26%～長野県8.15%）


